
2025 年度あいち・ ウ ーマノ ミ ク ス 研究会 女性雇用促進グループ 

女性の雇用促進・ 活躍促進に向けた各社の取組について 
 

会社名 徳倉建設株式会社 

 

１  女性の雇用・ 登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

51 人 11. 6％ 

( 2025 年 12 月時点)  

46 人 10. 9％ 

( 2025 年３ 月時点)  

43 人 10. 5％ 

( 2024 年３ 月時点)  

管理職に占める 女性

の数・ 割合 

５ 人  4. 3％ 

( 2025 年 12 月時点)  

４ 人  3. 1％ 

( 2025 年３ 月時点)  

５ 人  3. 1％ 

( 2024 年３ 月時点)  

年間※3 に正社員と し

て採用し た者に占め

る 女性の数・ 割合 

５ 人 14. 7％ 

（ 2025 年４ 月～2025 年 12 月）  

４ 人 12. 1％ 

（ 2024 年４ 月～2025 年３ 月）  

10 人 30. 3％ 

（ 2023 年４ 月～2024 年３ 月）  

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２  女性活躍推進法に基づく 目標等について  

女性活躍推進法に基

づく 一般事業主行動

計画の計画期間 

 

次世代育成支援対策

推進法に基づく 一般

事業主行動計画の計

画期間 

 

2021 年４ 月１ 日 ～ 2026 年３ 月 31 日 

 

 

 

2025 年４ 月１ 日 ～ 2030 年３ 月 31 日 

 

 

 

 

①「 職業生活に関す

る 機会の提供」 に関

する 目標・ 現状値 

【 目標】  

１ ．労働者に占める 女性割合

を 10％以上と する 。  

２ ．男女の平均勤続年数の差

異を 12 年以下と する 。  

【 現状値】  

１ ． 女性正社員の割合は 11. 0％ 

 

２ ． 男女の平均勤続年数の差異は

11. 5 年 

②「 職業生活と 家庭

生活の両立」 に関す

る 目標・ 現状値 

【 目標】  

1.  育児休業制度や両立支援 

制度の利用及び育児休業 

後の職場復帰がし やすい 

環境の整備をおこ なう 。  

２ .  2026 年 9 月迄に年次有 

給休暇の取得日数を １  

人当たり 平均年間 8 日 

以上と する 。  

【 現状値】  

社内規程を 変更のう え、従業員へ周

知。 対象者（ 男女問わず） と 面談を

実施し 、各種制度の説明およ び意向

の確認を実施。  

 

社内掲示板にて、休暇の促進を 促す 

取得状況の確認（ 2025. 7 実施）  

別紙様式 
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３  女性の雇用促進・ 活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・ 活

躍促進に向け、 取り

組んでいる こ と  

1. 女性社員の一般職等から 総合職への転換制度の積極運用 

2. 現場をはじ めと する 女性が働き やすい職場環境の見直し  

3. 女性管理職育成のための研修への積極参加( 外部研修・ 海外研

修)  

4. 時短勤務制度・ 在宅勤務・ テレ ワ ーク 等、 柔軟な働き 方の実現

5. 産休前面談・ 育休明け復職面談の完全実施、 育児に纏わる 各種

制度等の情報提供 

6. 先輩女性技術者によ る 新入女性技術者へのメ ンタ ー活動 

② 

上記①の中で、 特に

力を 入れている 取組

や新たな取組 

今期は社内外の研修に着目 

・ 外部研修は本人の挙手も ある が、 主要な研修は会社から の指示

によ り 参加を する こ と で、 会社から の期待を感じ 、 そのあと の業

務に対する 姿勢も 前向き な変化を感じ ている 。  

・ 海外研修については参加者を 社内から 公募、 女性は 2 名が参加

タ イ に 6 か月、 ベト ナムは 1 年超で現地業務と 合わせて、 事前お

よ び現地での英会話レ ッ ス ンに参加をし ている 。  

力を入れている 取組や新たな取組等が分かる 資料（ A4 サイ ズ・ １

枚程度） を併せてご恵与く ださ い。  

③ 

上記取組の効果 

・ 柔軟な働き 方が受け入れら れ、 会社の積極的な管理職育成研修

によ り 、 本人の自覚と と も に女性の幹部およ び予備軍の登用が促

進さ れ、 意思決定層、 指導層の多様化が進んでいる 。  

・ 産休・ 育休支援の充実と 先輩・ 周囲の社員によ る 支援によ り 、

出産・ 育児と 仕事の両立を受け止め退職者が減り 、 長期的な人材

確保につながっている 。  

・ やり がいのある 仕事に挑戦でき る 機会が広がる こ と で、 意欲的

に取り 組む姿が周り にも 良い影響を 与えている 。  
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教育‧ 研修情報

海外ト レ ーニー通信（ ベト ナム） ー仕事編ー

投稿： 2025年4月 7日 11:00

皆さ ま、 お疲れさ まです。

ハノ イ 駐在員事務所の川嵜です。

海外ト レ ーニーと し て赴任し て約３ か月 が経ち まし た。

今回は、 私の業務内容やハノ イ 駐在員事務所についてご紹介し よ う と 思います！

◆業務内容について

一 通り の業務に携わら せても ら っていますが、 現在は就業規則の制定と 、 高 度人 材採用 に向けて準備をし て

います。 いずれの業務を進める際も 、 ベト ナムの法律や制度を理解する必要があり 、 難し さ も あり つつと ても

勉強になり ます。

また、 各方 面 への営業も 同行 し ていますが、 会話のなかでたく さ んの工 業団地の名称（ 総数700以上） が登場

するため、 まずは地理を理解するこ と から 始めています。

語学では、 オンラ イ ンの英語レッ スン  を受講し 、 リ スニング‧ スピーキングのスキル向上に取り 組んでいま

す。

◆海外勤務で楽し いこ と

日 本と は異なる  文 化‧ 商習慣‧ 法律 の中で仕事をするため、 仕事を通じ て文 化の違いを実感し 、 新たな発

見 を得ら れるこ と です。 最近発見 し たのは、 法律でルールが制定さ れていても 、 実際の制度が整っていないた

め国民 は対応し ていないと いう こ と です。 その実情を聞いたと き は、 法律の意味を疑いまし た。

また、 ベト ナムで出会う 日 本の方 々から日 本人 が感じ るベト ナムの特徴や 「 ベト ナム人 あるある」  などを

聞いて、 実際その場面 を体験‧ 目 撃するのも と ても面 白 いです。 いま一 番感じ ているのは、 ベト ナム人 はひと

と 話すのが大 好きで優し いと いう こ と 。 いろんな人 が笑顔で話し かけてく れるので、 と ても 嬉し く 思います。

◆海外勤務で気づいたこ と 、 苦労し ているこ と

担当者による部分も あり ますが、 ベト ナムでは 自 ら の判断や経験をも と に業務を進めるこ と が多く 、 報連

相（ 報告‧ 連絡‧ 相談） が少ない と いう 点です。

そのため、 他企業のベト ナム人 担当者と 業務を進める際には、 必ず何度も 確認を行 い、 明確に意図を伝えるこ

と が重要だと 、 業務を通じ て感じ まし た。

日 本人 同士 の仕事の進め方 と の違いを、 少し ずつ実感し ています。

◆ハノ イ 駐在員事務所について

意外と 知ら ない、 ハノ イ 駐在員事務所のメ ンバーをご紹介し ます！

現在は、 堀尾さ ん‧ 川嵜含めた計６ 名（ 内、 ３ 名ハノ イスタ ッ フ、 １ 名ホーチミ ンスタ ッ フ ） で活動し ていま

す。

左から 、 ハノ イスタ ッ フ のThinhさ ん、 Phucさ ん、 Anhさ んです！

先日 届いた新作業服を早速着用 し ても ら いまし た。 皆さ んと ても お似合いです☆

事務所内では、 日 本語、 ベト ナム語、 英語で会話をし ています。 わたし も 英語に加え、 ベト ナム語の単語を

少し ずつ勉強し ていますが、 発音 がと っても 難し いです。 英語も まだまだですが、 ベト ナム語も 理解ができる

よう 、 ちょ っ と ずつ勉強し ていき たいと 思っています。

以上、 本日 は仕事編の紹介でし た。 こ れから も 現地の文 化や価値観を理解し ながら 、 業務を通じ て成長 し 貢献

できるよう 前向き に取り 組んでいきます！

そし て次回は、「 現地生 活編」 をお届け予定です！お楽し みに！

写真は省略
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 矢作建設工業株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

146 人 13.7％ 

(2026 年 1 月末時点) 

120 人 11.9％ 

(2025 年 3 月末時点) 

103 人 11.1％ 

(2024 年 3 月末時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

3 人  1.0％ 

(2026 年 1 月末時点) 

3 人 0.9％ 

(2025 年 3 月末時点) 

3 人 1.1％ 

(2024 年 3 月末時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

23 人 21.9％ 

（2024 年 4 月～2025 年 3 月） 

14 人 18.9％ 

（2023 年 4 月～2024 年 3月） 

14 人 19.2％ 

（2022 年 4 月～2023 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2025 年 4 月 1 日  ～  2028 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

・2027 年度までに女性技術者数を

2024 年度比で 50%増とする 

・若手職員の育成に注力し、女性

管理職候補者数を増やす 

【現状値】 

・女性技術者 13％増加（2024 年度比） 

・若年層の研修回数を増やし、組織全

体の底上げを推進。 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

・男性職員の 5 日以上の育児休業

制度取得率を 100%にする 

・女性職員の育児休業制度取得

後の職場復帰率を 100%にする 

【現状値】 

・男性の育児休業制度取得率：89.3% 

（産後パパ育休を含む） 

・女性の職場復帰率：100% 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

①  
女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

・女性活躍推進プロジェクトの発足 

・女性技術者の積極的な採用 

・男性育児休業制度の取得促進 

・女性現場技術者の職場復帰に向けた環境整備 

・ハラスメント教育の実施 

 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

・女性活躍推進プロジェクトの発足 

部署や職種が多種多様な女性社員をメンバーとし、女性社員が働

き続けたい会社を目指し、新規施策を検討するプロジェクトを発

足し、定期的なミーティングを実施。 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

・プロジェクトメンバーからは、「これまでは交流機会の無かった

女性職員と交流ができ、同様の悩みや意見を発信できる機会が生

まれ、新たな関係が構築できた。」との意見があり、風土改革のき

っかけとなった。 

・女性職員の実際の声をもとに新規施策を検討することで、当事

者意識の醸成ができている。 
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【目的】
「選ばれる会社、働き続けたい会社」を目指し、

人財の採用・育成・定着を促進させるべく、女性
社員の積極的な採用を行っており、着実に女性社
員が増加している。
一方で、管理職や管理職候補者はまだまだ少なく、

育成に向けた課題も存在する。
そのため、女性社員が長く働き続けられる会社を

目指し、職員に必要な施策を検討するべく、発足した。

【メンバー】
メンバーは全員女性
若手職員（3年目）から管理職まで、年齢層は様々
家庭を持っている職員も参加しており、ライフステージも様々
職種も多岐にわたり、建築・土木の現場部門や、設計、営業、人事、財務など
働き方も異なる社員同士で実施。（計9名）

【実施内容】（2025年10月〜）
・意見交換/交流
各職場での悩みや、新設したい制度や施策について意見を出したことで、交流機会

の場となっただけでなく、全社的な視点を得ることができた。
また、日常で感じるアンコンシャス・バイアスについてもリアルな意見を抽出する

ことができた。

・目的の明確化
意見交換により課題は多方面にわたることがわかり、課題に優先順位をつけ

「意識改革・風土改革」を第一に、施策検討を進めている。

・現状把握
目的の達成に向けて、全社的なアンケートの実施やヒアリング等、数値的な現状把

握の方法から検討している。

今期の下半期から始めたプロジェクトであり駆け出しではあるが、多様な意見を取り
入れながら、全ての女性社員が働きやすく・働き続けられる会社を目指し、当事者意
識を高く持ち、引き続き推進していく。

女性活躍推進プロジェクト

103 120
146

2023年度 2024年度 2025年度

女性正社員数（人）
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 株式会社トーエネック 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

453 人 9.9％ 

(12 月時点) 

421 人 9.5％ 

(3 月時点) 

416 人 9.3％ 

(3 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

28 人 3.0％ 

(12 月時点) 

21 人 2.5％ 

(3 月時点) 

21 人 2.7％ 

(3 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

34 人 13.2％ 

（2025 年 4 月～2025 年 12 月） 

35 人 13.5％ 

（ 2024 年 4 月 ～ 2025 年 3 月 ） 

22 人 10.3％ 

（2023 年 4 月～2024 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2023 年 4 月 1 日  ～  2028 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

 

2027 年度末までに女性の管

理職数（課長職以上）を 31 人

以上とする。 

【現状値】 

 

2025 年 12 月末現在 28 人 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

 

2027 年度末までに男性の育

児休業等と育児目的休暇の

取得割合を 100％とする。 

【現状値】 

 

2025 年 4 月～12 月末 85.0％ 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

≪雇用促進≫ 

 性別に関わらず個々の能力や資質などを勘案して採用活動 

を行っている。 

≪活躍促進≫ 

女性活躍できる機会とキャリアアップのサポートおよび女性の管

理職割合の向上に向け、多様な取り組みを行っている。 

 ・女性メンター活動 

 ・同業他社との技術者交流会 

 ・女性技術者交流会 

 ・中電Ｇ４社交流会 

 ・アンコンシャス・バイアス研修 

 ・フェムテック・メイルテックサービスの提供 

 ・管理職手前の女性社員を対象とした社外研修への参加 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

 ・女性メンター活動 

 ・女性技術者交流会（同業他社・社内） 

 ・フェムテック・メイルテックサービスの提供 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

 ・仕事・キャリア面での不安の軽減 

 ・モチベーション向上・キャリア形成の促進 

 ・人的ネットワークの拡大 

 ・健康課題への理解促進と支援 
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女性活躍推進に向けた

２０２５年度の取組みについて

当社では、ダイバーシティ推進の目標の一つに「多様さの活用による競争力の向上」を掲げ、性
別、年齢などに関わらず誰もが能力を最大限発揮できるよう環境の整備を進めています。
特に女性活躍推進においては、女性のキャリア形成の実現と職域拡大を目指して様々な施策を展
開しています。
今後は、さらに女性が意思決定の場に立つ機会を増やすべく、2027年度末までに女性管理職比

率を31人以上（4％）とする目標の達成を目指しています。

当社では、ダイバーシティ推進の目標の一つに「多様さの活用による競争力の向上」を掲げ、性
別、年齢などに関わらず誰もが能力を最大限発揮できるよう環境の整備を進めています。
特に女性活躍推進においては、女性のキャリア形成の実現と職域拡大を目指して様々な施策を展
開しています。
今後は、さらに女性が意思決定の場に立つ機会を増やすべく、2027年度末までに女性管理職比

率を31人以上（4％）とする目標の達成を目指しています。

女性メンター活動

女性技術者交流会

同業他社３社合同で内線部門の技術者を対象に
「電工３社つなキャリ」ワークショップを開催
しました。
電気設備業界の女性技術者が将来にわたって、
長く仕事を続けて活躍していくためのキャリア
プランなどについて企業の垣根を越えて活発に
意見交換を行いました。
また、社内の女性技術者の孤立、モチベーショ
ン低下を防ぐ取組みとして、女性技術者ミー
ティングを継続して実施しています。

仕事と子育て両立支援策として、『ほめパパほ
めママ研修』や『ママパパ両立支援研修』を開
催します。

女性の健康課題の解決に向け2024年11月から
オンライン診療や妊活・不妊に関する相談窓口
案内などのフェムテックサービスを提供してい
ます。また、2025年度から男性の健康課題解決
に向けたメイルテックサービスも導入しました。

フェムテック関連施策

アンコンシャス・バイアスへの認識

両立支援

管理職を対象に、当社におけるアンコンシャ
ス・バイアスによる問題と対策について考える
ことを目的としたアンコンシャス・バイアス研
修を開催しました。

女性管理職

女性管理職数の推移

14 16 18 21 21
28

2.0% 2.2% 2.3%
2.7% 2.5%

3.0％

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(管理職比率)

(人)

(年度)

※2025年度は12月１日現在

７名増

女性のキャリア支援を目的としたメンター活動
を継続的に実施しています。
参加者からは、仕事上の不安解消やモチベーシ
ョン向上に加え、人的ネットワークの広がりに
つながったとの声が寄せられています。
毎年5月には活動報告会を開催し、成果や課題の
共有を行っています。
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 大同特殊鋼株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

358 人 10.7％ 

( 25 年 10 月時点) 

336 人 10.3％ 

( 25 年 3 月時点) 

314 人 9.9％ 

( 24 年 3 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

23 人 3.2％ 

( 25 年 10 月時点) 

19 人 2.7％ 

( 25 年 3 月時点) 

17 人 2.5％ 

( 3 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

20 人 15.5％ 

（ 25 年 4 月～25 年 9 月） 

24 人 16.4％ 

（ 24 年 4 月～ 25 年 3 月） 

11 人 12.5％ 

（ 23 年 4 月～24 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年 4 月 1 日  ～ 2026 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

次世代の管理職を担う 

係長級の女性比率を 17％にする

（12％ → 17%） 

 

【現状値】 

25 年 10 月時点 12.4％ 

 ※短時間管理職制度導入により 

女性管理職登用数が増加したことから、 

相対的に係長級の比率減 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

女性管理職増に向け、9 年～11 事

業年度前に採用されたグローバ

ル・スタッフ（総合職）女性社員

の定着率を 80％にする 

(33.3％ → 80％） 

 

【現状値】 

25 年 4 月時点 85.7％ 

 ※事業年度別集計のため、24 年度実績 

   報告（2013,2014,2015 年度採用者） 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

(1)女性のキャリア開発を支援する取り組みを行う 

ｱ.2023 年 女性総合職を対象にＷＳ開催 計 4 回 64 名 

ｲ.2024 年 次世代管理職相当の女性総合職へのキャリア面談実施 37 名  

ｳ.2025 年 サポーター制度導入(試験運用開始) 

 

(2)多様性を受容し活かす風土づくり 

階層別(部長向/室長向/次世代管理職向)ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修実施継続 

延人数；部長 30 名、室長 440 名 次世代 630 名 

 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

上記(1)ｳ．サポーター制度導入（試験運用開始） 

※現在は「検証・試行のフェーズ」にあります 

 ※詳細は別紙参照 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

 

女性総合職人材の不安軽減・エンゲージメント向上 

制度活用の促進 

管理職候補層の育成・定着 

女性活躍推進施策の実効性向上 
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別紙 大同特殊鋼㈱；サポーター制度概要 

 

１．背景 
■ライフイベントを迎える前後（20 代後半～30代）の女性総合職のエンゲージメントに課題 

定着および女性管理職登用に向けた施策が必要 
 
２．見えてきた課題 

    

   当社では、女性活躍推進を制度や研修だけにとどめず、日常の中で安心して相談できる 

関係性づくりも重要だと考えています。 

その一環として現在、社内の先輩女性社員が後輩を支える小規模な社内ネットワークを 

「試行的」に運営しています。 今回はこのネットワークづくりについてご紹介します。 

 
３．対応策（上記左欄の「社内で働く不安や課題の解消」の対応策として） 
 

＜つなぐプロジェクト＞  
2025 年度下期より、有志で試験運用開始（スタートは人事部主管） 

有期プロジェクト（自発性と信頼関係を重視した、文化的な取り組み） 

 

（１）目的 
ｱ.孤立感・漠然とした不安を解消する 

ｲ.公式制度だけでは拾えない「本音・迷い・個別事情」をサポート 
 
 

（２）狙い 
社内の先輩女性社員が自発的につながり、非公式・クローズドなネットワークとして 
後輩を支える場、組織文化として自然に根付かせる“育成の土壌づくりを狙いとする 

 
 

（３）内容 

    ｱ.サポーターとなる先輩社員は､｢推薦｣による（組織に帰属しない「人物」重視） 
     ※レベルアップ教育等を行い､サポーター役への不安を解消（対応不可案件は専門部署へリファー） 

  ｲ.希望者との面談等を実施（業務時間内） 

※サポーター自身の経験に基づく対話を基本とし、後輩社員の不安解消へ 
  ｳ.集約した環境および制度課題については、関係部署で検討後、必要あれば経営層へ答申 
    ※制度周知をはじめ、時代変化に対応した制度改定や検討に繋げる 

 
 
４．その他 

  現在は、「検証・試行のフェーズ」にあり、今後、運用方法および有効性の確認を行い、 
ブラッシュアップを図りながら、女性人材育成を下支えする社内のつながりの構築に向け 
支援していく 

 
 

以 上 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 ヤマザキマザック株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

158 人 7.9％ 

( 12 月時点) 

146 人 7.3％ 

( 12 月時点) 

148 人 7.5％ 

( 12 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

4 人  1％ 

( 月時点) 

4 人  1％ 

( 月時点) 

4 人  1％ 

( 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

19 人  18％ 

（ 2025 年 1 月～ 2025 年 12 月） 

7 人  8％ 

（ 2024 年 1 月～ 2024 年 12 月） 

14 人 14％ 

（ 2023 年 1 月～ 2023 年 12 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年 4 月 1 日  ～   2026 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

採用者に占める女性比率を 

20％以上に増加させる。 

【現状値】新卒女性比率 

2022 年度 7％ 

2023 年度 15％ 

2024 年度 8％ 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

年次有給休暇の取得率 70%

以上を維持し、更なる向上を

はかる。 

【現状値】有給取得率 

2022 年度 67％ 

2023 年度 71％ 

2024 年度 72％ 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

［雇用促進］ 

① 女子学生対象に、若手女性社員との座談会開催 

② 採用ホームページで、女性社員の働く環境や制度を紹介 

 

［活躍推進］ 

③ 女性社員・上司に対してキャリア形成支援を目的とした研修開催 

④ 女性社員（希望者）との座談会 

⑤ 一般事務職から総合職への転換試験実施 

⑥ 計画有給休暇の計画的な取得による有給休暇取得促進 

⑦ フレックスタイムや時間単位有休の導入 

 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

 

③ 女性社員・上司に対してキャリア形成支援を目的とした研修開催 

④ 女性社員（希望者）との座談会 

⑦フレックスタイムや時間単位有休の導入 

（短時間勤務者に対しても同様） 

 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

 

・一般事務職から総合職への転換試験実施 

 ⇒ 2 年前に一般職から総合職への転換試験の基準を緩和した結果、

応募者数・登用者数ともに増加。これにより、女性社員のキャリ

ア形成への意欲向上につながり、総合職への挑戦を後押しする効

果が得られた。 

 

・女性社員・上司に対してキャリア形成支援を目的とした研修開催 

 ⇒ 今年度は若手女性社員を対象に実施。上司同席の合同面談では、

遠慮がちな関係性の改善やキャリア形成支援につながる対話が

生まれ、好評を得た。 

 

・女性社員（希望者）との座談会 

⇒ 女性管理職を迎えた座談会では、参加者が管理職としてのキャリ

アや業務について直接話を聞くことで、管理職に対する心理的ハ

ードルが下がり、前向きな意識づくりにつながった。 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 トヨタ自動車株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

人  ％ 

( 月時点) 
10,032 人 14.0％ 

(2025 年 3 月時点) 

9,591 人  13.7％ 

(2024 年 3 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

人  ％ 

( 月時点) 

432 人  4.0％ 

(2025 年 1 月時点) 

386 人  3.7％ 

(2024 年 1 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

人  ％ 

（ 年 月～ 年 月） 

439 人 22.8％ 

（2024 年 4 月～2025 年３月） 

211 人 22.5％ 

（2023 年 4月～2024 年３月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2025 年 4 月 1 日  ～ 2030 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

 

女性管理職数を、登用目標を

定めた 2014 年時点に対し、

2030 年に 5倍とする 

【現状値】 

 

2024 年 1 月時点の女性管理職数は 

2014 年時点に対し 4.2 倍に増加 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

 

男性の平均育児休業取得率

を 85%以上とする 

【現状値】 

 

2024 年度の男性の育児休業取得率

は 67.4% 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

（１）トップメッセージ（全員活躍を考えるウィーク）や 

サステナビリティ会議での議論 

（２）職場毎の風土醸成、ネットワーキング等の取り組み強化 

（３）管理職候補者の個別育成計画、キャリア形成施策の実施 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

（１）全員活躍を考えるウィーク 

 

・全員が「多様性の中の一人」として自己を肯定し、他者を受容す

る姿勢を持つことと、体験型の学びを通じて、自職場での具体的

行動につなげることを目的とした全社イベントを開催し、風土醸

成を推進。 

・ウィークでは社長からのトップメッセージや、Chief Scientist

からの科学的な観点での多様性・包摂性についてのメッセージを

発信。 

・対話や体験ができるものを中心に、社内の各部署や有志団体か

らの出展によるイベントとなった。また、海外事業体からも参加

いただき、多くの事例を学んだり、視野を広げることができた。 

 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

 

・トップメッセージにより、各職場への活動の浸透につながった。 

・参加者にとっても、全員活躍の大義や、多様性についての 

気付きにつながった。 

・多様性を学ぶ社内の様々な活動を、参加者へ周知することに 

つながった。 

・参加者だけではなく、出展者同士のネットワークにつながった。 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 株式会社アイシン 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

人  ％ 

( 月時点) 

4,343 人 12.1％ 

(25 年 3 月時点) 

4,383 人 11.9％ 

(24 年 3 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

人  ％ 

( 月時点) 

153 人 3.1％ 

(25 年 3 月時点) 

139 人 2.8％ 

(24 年 3 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

人  ％ 

（ 年 月～ 年 月） 

112 人 18.8％ 

（24 年 4月～25 年 3 月） 

96 人 19.4％ 

（23 年 4 月～24 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年 4 月 1 日  ～ 2026 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 
1.管理職に占める女性の割合を

2025年度までに4％(2014年時点

の8倍)、2030年度6％(2014年時

点の12倍) 
※2014年時点26人、2025年度

208人、2030年度312人 

2.2026 年 4 月新卒採用時の女

性比率を事務職 40％、技術職

20％ 

【現状値】 

1.管理職に占める女性の割合 

2024年度(25年3月末時点) 3.1％ 

2.事務職 39.5% 技術職 13.5％（24

年 4 月入社） 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

3.男性の育児参画を目的と

した特別休暇取得率 100％ 

【現状値】 

特別休暇制度導入時（20 年度）から

100％継続中 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

＜１．昇格候補者の確実な昇格推薦に向けた取組＞ 

・昇格候補者を特定し、キャリア形成の阻害要因となりうる課

題解決に向けたアプローチを検討・実施 

＜２．全員が活躍する組織への変革を目指した取組＞ 

 ・女性を起点に組織課題（上司と部下の対話、管理職の仕事の

仕方等）を変革するためのアプローチを検討・実施 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

＜１．昇格候補者の確実な昇格推薦に向けた取組＞ 

▼育成候補者の管理職登用に向けた取組 

・ライフ含めた中長期キャリア策定、上司とのコミット 

・キャリア形成の阻害要因となりうる課題を集約・分析し、 

課題解決に向けた各種支援策を展開 

(例：女性管理職との対話会、リーダーシップ研修、メンタ

ー制度の紹介)  

・上司向けアンコンシャス・バイアス研修の実施 

＜２．全員が活躍する組織への変革を目指した取組＞ 

▼パイロット職場（※女性活躍において部署特有の課題がある

職場）を中心とした職場課題の改善活動 

・女性リーダーが成果を発揮できる職場づくり 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

＜１．昇格候補者の確実な昇格推薦に向けた取組＞ 

・昇格候補者のキャリア意識の醸成 

・アンコンシャス・バイアスについての上司の理解向上 

＜２．全員が活躍する組織への変革を目指した取組＞ 

・パイロット職場での困りごとの把握 

・ロールモデルの発見 

・柔軟な働き方（テレワーク、フレックス）の促進 
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2026年2月20日あいち・ウーマノミクス研究会_取組みのご紹介（アイシン）

目指す姿・
活動の方向性

女性を含む、全員が活躍できる組織（多様な人材がパフォーマンスを発揮できている）を目指す
女性当事者の課題のみならず、女性活躍を阻害する組織課題にもフォーカスして施策を実施

2025年度の
取組み

②職場風土課題解決のモデルづくり
取組テーマ  

昇格候補者＆上司が面談を実施し、
2030年度までの中長期育成プラン
を策定

昇格候補者
＆ 上司

•女性管理職との対話会
•リーダーシップ研修
•メンター制度（=女性管理職との
キャリア相談制度）の紹介

昇格候補者

•アンコンシャス・バイアス研修の実施
（対面、e-ラーニング）
・ＯＪＴ（育成プランの実施/フォ
ロー）

上司 

 

①管理職昇格候補者の特定及び個別育成
取組テーマ  

•管理職の働き方見直し 
•管理職像の再定義 
•活躍（キャリア）について 
考える 

人事部門 

•育児制度運用の問題解消 
•時短勤務者のキャリア形成 等 技術部門 

•テレワーク・フレックスの運用見直し 
•キャリアアップに向けたマインドチェンジ 営業部門 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 （株）デンソー 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

7013 人 16.7％ 

(26 年 1 月時点) 

6,919 人 16.3％ 

(25 年 1 月時点) 

6,851 人 15.8％ 

(24 年 1 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

172 人 2.2％ 

(26 年 1 月時点) 

161 人 2.1％ 

(25 年 1 月時点) 

156 人 2.0％ 

(24 年 1 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

287 人 21.0％ 

（25 年 4月～26 年 3月） 

225 人 20.0％ 

（24 年 4月～25 年 3月） 

186 人 22.7％ 

（23 年 4 月～24 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年 4 月  1 日  ～ 2026 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

①新卒採用女性比率：事務 50%、

技術 15％、技能 30%以上  

②事技系女性管理数：200 人  

技能系女性管理職：200 人  

【現状値】 

① 新卒採用女性比率：事務 38%、技術

8％、技能 21% （25 年 4月） 

② 事技系女性管理数：171 人  

技能系女性管理職：182 人 (26 年 1 月) 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

育休取得率：男性 13% 女性

99%  

育休取得期間：男性 1カ月以

上 女性 1年  

 

【現状値】 

育休取得率：男性 72% 女性 98% （25

年 3 月） 

育休取得期間：男性 2.4 カ月 

女性 17.8 カ月（25 年 3月）  

 

 

 

 

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

<取り組み①> 採用母集団形成 

・女子学生向けの WEB 情報発信や女性社員によるセミナーを強化 

<取り組み②> キャリア形成支援 

(1)実務職(一般職)と総合職コースを統合し、実務職 1800 人のキ

ャリアにおけるバリアを廃止 

(2)技能職班長候補者(計 78 人）および上司と人事+現役女性班長

とで個別面談を行い、キャリアに関するアドバイスを実施 

(3)産休前説明会を開催し、中長期のキャリア検討の上で育休期間

を決めることを好事例紹介の上で促し、復職への期待を伝達。 

<取り組み③>育児との両立への支援強化 

(1)早期復職支援金・ベビーシッター費用補助制度の導入 

(2)未就学児養育休暇の新設及び短時間勤務制度の改定 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

<取り組み③(2)> 

「両立期にも“頑張りたい”を叶える」をテーマに、より柔軟に時

間を使える制度にするため以下 2制度を新設、改定 

【新設・非フレックス職場向け（25 年 10 月導入済）】 

制度名：未就学児養育休暇（特別休暇） 

対象：未就学児を養育する非フレックス職場の社員 

内容：年間 10 日、時間単位で取得可、無給公休扱い 

【改定・非フレックス/フレックス職場向け（26 年 2 月導入済）】 

制度名：育児・介護のための短時間勤務制度 

対象：小学校卒業前の子供を養育する勤続 1年以上の社員 

内容：始終業時間、所定労働時間、休日の勤務、申請期限を見直し 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

<取り組み③(2)> 

・未就学児養育休暇：導入 4ヵ月で 122 名の方が新たに取得 

・短時間勤務制度 ：2月導入時点で 236 名の方が利用開始 

 (6 時間勤務選択の方は 76％、7時間勤務選択の方が 24％) 
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＜未就学児養育休暇の詳細＞ ※弊社労務ニュースより抜粋 

 
＜育児・介護のための短時間勤務制度＞ ※弊社労務ニュースより抜粋 

 

 

以上 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 名古屋鉄道株式会社  

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

779 人 15.4％ 

(2025 年 3 月時点) 

749 人 15％ 

(2024 年 3 月時点) 

722 人 14.5％ 

(2023 年 3 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

7 人 7.1％ 

(2025 年 3 月時点) 

6 人 5.7％ 

(2024 年 3 月時点) 

5 人 4.9％ 

(2023 年 3 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

87 人 30.2％ 

（2025 年 4 月～2026 年 3 月） 

※採用見込み者を含む 

80 人 29％ 

（2024 年 4月～2025 年 3月） 

69 人 33％ 

（ 2023 年 4 月～2024 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2024 年 4 月 1 日 ～ 2029 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

行動計画期間内に女性管理

職比率を 30％以上とする 

【現状値】 

2025 年 3 月末時点 7.1％ 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

年次有給休暇取得率を 90％

以上とする。 

【現状値】 

2024 年度実績 96.6％ 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

■各研修の場などでの DE＆I 推進啓発 

■育児との両立支援施策 

 ・育休取得者・上司向けガイドブックの展開 

・育休復職者向けの面談・研修の実施 

■女性管理職の育成・モチベーション向上 

・名鉄グループの女性リーダー交流会（管理職以上）の実施 

■女性の健康課題施策 

・専門医による女性の健康セミナー（管理職向け／当事者向け） 

・生理に関するオンライン診療・低用量ピル無料処方 

（外部サービス） 

・育児・介護・健康に関する外部相談窓口の設置 

・ヘルスケア休暇の新設（2026.4～） 

・人間ドック・女性がん検診費用全年齢全額補助（2026.4～） 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

【2025 年度、2026 年度の新たな取り組み】 

■女性の健康課題施策 

・外部相談窓口の設置（2025.4～） 

・ヘルスケア休暇の新設（2026.4～） 

・人間ドック・女性がん検診費用全年齢全額補助（2026.4～） 

～詳細については添付資料に記載～ 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

・外部相談窓口の設置 

 相談件数：月に 5件程度（年 50 件程度） 

・ヘルスケア休暇の新設、人間ドック全額費用補助 

2026 年度から取組み開始のため、効果測定段階にはない。 
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ヘルスケア休暇制度の新設※/人間ドック全年齢での無償化（2026 年 4 月～） 

（※一部の有給・無給休暇制度の再編を含む） 

外部相談窓口の設置（2025 年 4 月～） 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 東海旅客鉄道株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

2,746 人 13％ 

( 4 月 1 日時点) 

2,624 人 12％ 

(4 月 1 日時点) 

2,589 人 12％ 

(4 月 1 日時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

188 人 5.0％ 

( 12 月 1 日時点) 

177 人 4.8％ 

(年度末時点) 

158 人 4.3％ 

(年度末時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

192 人  27％ 

（ 2025 年 4 月～ 2025 年 12 月） 

122 人  25％ 

（ 2024 年 4 月～ 2025 年 3 月） 

128 人  26％ 

（ 2023 年 4 月～ 2024 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年４月１日  ～ 2026 年３月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

① 新卒採用における女性の採用

率を 25％以上とする。 

② 管理職（ライン課長・課長より

上位の役職（役員除く））の女

性の人数を 1.5 倍以上（2020

年度末比）にする。 

③ 係長・助役クラス以上の女性

の人数を 1.5 倍以上（2020 年

度末比）にする。 

 

【現状値】 

① 26.6％（2025 年度採用） 

② 2.0 倍（2025/7/1 時点） 

③ 1.54 倍（2025/7/1 時点） 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

① 男性の育児休職または育児目

的休暇の取得率を 30％以上と

する。 

② 年次有給休暇取得率を 80％以

上にする。 

【現状値】 

① 99%（2024 年度） 

② 89%（2024 年度） 

 

 

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

[雇用促進] 

・会社公式採用チャンネル（YouTube）や説明会等において、女性の働き方紹介

や、女性学生と女性社員の直接懇談・座談会を積極的に設定 

・技術系統の業務実演による働くイメージ喚起・（高卒採用）就職指導教諭に対

する説明強化 

 [活躍促進] 

・育児や介護のしやすい働きやすい制度の整備 

・女性社員の配属箇所拡大、制限がある社員の職域拡大（乗務員行路の工夫等） 

女性活躍推進のための啓発・土壌づくり 

・全社員対象の職場教育の実施、階層別研修・選抜研修での女性活躍推進に

関する教育の実施 

・広報誌発行（社内ネット・掲示板等）、職場の優良取り組み・育児介護関連

制度紹介や取得活用事例の情報発信 

・相談窓口の設置、相談会の実施 

女性管理層拡大 

・母体形成のための女性社員を対象とした研修・交流会の実施 

・総合職女性管理者向けセミナー開催及びネットワーク構築 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

［2025 年度の新たな取組み］ 

・女性社員が定着し、管理層の母体を拡大するため、女性社員のうち希望する

社員を対象として、一般層、主任層、管理者層別に研修・セミナーを新設した。 

・自身のキャリア等について相談ができる窓口を設置した。 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

・女性社員数や女性管理職数が増えてきているとともに、行動計画に掲げた目

標を達成することができ、着実に女性活躍推進の意義や必要性が徐々に社内に

浸透している。 

・上記の新設した職層別研修・セミナーの受講者からは、今後への不安が軽減

し、キャリアを積むことを前向きにとらえられた、先輩やロールモデルの話が

大いに参考になった、気づきや日々の業務への意欲が高まったなど、大変好評

であった。 

・受講者による周囲への受講の推奨や職場での取組み推進など、草の根的な効

果も出ている。 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 名古屋東部陸運株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

48 人 11.7％ 

(12 月時点) 

46 人 12.3％ 

(12 月時点) 

46 人 11.5％ 

(12 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

1 人 4.8％ 

(12 月時点) 

1 人 4.8％ 

(12 月時点) 

1 人 5.3％ 

(12 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

5/51 人 9.8％ 

（25 年 1 月～25 年 12 月） 

10/63 人 15.8％ 

（24 年 1 月～24 年 12 月） 

5/52 人 9.6％ 

（23 年 1 月～23 年 12 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

 

2021 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

社員の女性比率を 

15 ％まで引き上げる 

【現状値】 

11.7％（2025 年 12 月現在） 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

男女の平均勤続年数の差を

５年以内にする 

【現状値】 

男性：12.3 年 

女性：7.4 年 

差：4.9 年 

 

  

別紙様式 

29



 

３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活躍

促進に向け、取り組ん

でいること 

（１） 働きやすい環境整備 

①ライフステージに合わせた雇用契約を整備 

②仕事と育児が両立できるサポート 

③女性社員意識調査を踏まえた環境整備 

 

（２） 女性社員の採用強化と教育・フォローの充実 

①会社㏋に女性社員活躍サイトを設置 

②女性リクルーターの設置と育成 

③ロールモデルの育成（事務、技能共に現状部門に配属） 

④過去の困りごと事例による教育・フォロー背策の検討 

 

② 

上記①の中で、特に力

を入れている取組や

新たな取組 

（２）－③次世代女性リーダー育成について 

【フェーズ１：土壌づくり】 

2022 年→女性社員を現場スタッフとして初めて配属 

    →受入れ環境（更衣室・パウダールーム等） 

【フェーズ２：専門性の深化と武者修行】 

2023 年→主要顧客である得意先へ出向（物流業務） 

    →高度な物流ノウハウの習得 

【フェーズ３：組織への還元】 

2024 年→現場部署へ女性社員を管理職として初めて配属 

    →組織全体の意思決定に多様性を促す 

    →後に続く女性社員の具体的な目標設定になる 

【フェーズ４：変革の主導とリーダーシップの発揮】 

 2025 年→現場部門の『改善リーダー』として取組みを推進 

    →主要部門の実務に直結する改善 PJ を主導 

 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１枚程

度）を併せてご恵与ください。 

 

③ 

上記取組の効果 

① 女性役職者比率が前年比 312.5％（1.6％→5％）へ向上 

女性リーダー候補の育成が進化した。 

② 現場管理者の意識変革 

 性別問わずに業務は行える。女性社員の目線ははきめ細かく安全品質

のみならず生産性向上に繋がる改善取組みに繋がる。 
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取組による主な効果

①社員の意識変革（男性、女性含め）
②仕事と家庭の両立（性別問わず）
③男性、女性含め未経験者応募者・採用者の増加
女性応募比率 2025年応募者 前年比120％
未経験者採用 2025年採用者 前年比121％

具体的な取組内容

①働きやすい環境整備
・専用更衣室、パウダールームの設置
・新車車両の積極的導入
②ロールモデル育成
・中核部署への配属
・主要得意先への出向
・中核部署への管理職配属
・改善リーダーへの抜擢

③女性社員のキャリア開発
・柔軟な雇用契約の整備
・個人面談の充実
・女性社員向け研修の実施
・資格取得支援・個別の技能習熟に合わせた教育

名古屋東部陸運株式会社

2025年度女性活躍促進取組について
2025年度目標

① 女性社員比率 15％まで引き上げる
※2025.12現在 48名 比率11.7％

② 男女の平均勤続年数の差を５年以内にする
男性︓13.0年 女性︓7.8年 差︓5.2年
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 岡谷鋼機株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

109 人  16％ 

( 4 月時点) 

88 人 14％ 

(4 月時点) 

85 人 14％ 

(4 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

5 人  2％ 

( 4 月時点) 

5 人 2％ 

(4 月時点) 

5 人 2％ 

(4 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

24 人 39％ 

（ 25 年 4 月～ 26 年 3 月） 

10 人 22％ 

（24 年 4 月～25 年 3 月） 

3 人 9％ 

（23 年 4 月～24 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2025 年  4 月  1 日 ～ 2028 年  2 月 29 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

①総合職女性比率 

 12％以上 

②女性管理職比率 

4％以上 

【現状値】（2025 年 4 月時点） 

①  10%（2025 年 4 月：65 人） 

②  2％（2025 年 4 月：5人） 

 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

・年次有給取得率 

60%以上 

【現状値】（2024 年度） 

・有休取得率 67% 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

・育児在宅制度や育児フレックス制度等の育児制度の拡充 

・育休取得促進 

・復職前面談等の復職支援 

・ジョブリターン制度の導入、周知 

・子育て支援一時金、出産育児一時金の支給 

・女性総合職メンター活動 

・女性の雇用・活躍促進に関する他社との意見交流やイベントの 

実施 

・地域限定総合職の導入 

・子育て未来コンシェルジュ 

・育児休業規定の条件拡大 

・新職掌パートナー職の導入 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

新職掌パートナー職の導入 

従来の契約年数 5 年の契約社員を廃止し、本職掌を新設した。本

職掌は、総合職のパートナーとして、業務補佐を主として担当す

るとともに組織全体の生産性向上に寄与し、将来にわたり住居移

転を伴わない一定地域内の各事業所において勤務することを予定

される職掌である。 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

パートナー職は、事務業務に加え、総合職の業務の一部を担う職

掌である。総合職からの業務移管が進むことで、総合職は創出さ

れた時間を新たな取組に充てることが可能となり、そのための環

境づくりに寄与している。また、パートナー職本人の意欲向上や

主体的な行動の増加など、前向きな効果も確認されている。 
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新職掌パートナー職の導入について 

 １．目的 
   当社では、従来の契約社員制度において、5 年の契約期間を設定して雇用していた

ことにより、人材の定着が進まず、契約満了に伴う引継ぎや再教育の負担が継続的に
発生するという課題があった。そこで、総合職と事務職の中間職掌として多様な働き
方に対応できる「パートナー職」を導入した。本制度により、就業継続を後押しする
とともに、結果として女性の雇用促進および活躍促進につなげることを目的とする。 

 
２．「パートナー職」とは 

総合職のパートナーとして、業務補佐を主として担当するとともに、 
業務改善や効率化などを通じて組織全体の生産性向上に寄与する職掌である。 

 
(1) 役割・業務内容 

・事務業務に加え、総合職の業務の一部を担う職掌 
 

（2）従来制度との位置づけ 
・契約社員の新卒採用を取りやめ、パートナー職へ一本化する。 
・活躍の幅を広げ、経験や能力を活かしやすい制度設計とした。 

 
３．実績・展望 

パートナー職の導入により、就業継続を前提とした働き方が可能となり、安定的に組織
へ貢献できる職掌が拡大した。今後も、制度運用状況や社員の声を踏まえながら改善を
重ね、多様な人材が能力を発揮し、長期的に活躍できる環境づくりを進めていく方針で
ある。 
 
 
 

以上 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 ユニー株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

656 人 20.9％ 

(12 月時点) 

689 人 20.9％ 

(12 月時点) 

729 人 20.5％ 

(12 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

235 人 12.1％ 

(12 月時点) 

352 人 14.6％ 

(12 月時点) 

395 人 15.0％ 

(12 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

35 人 44.3％ 

（2025 年 1 月～2025 年 12 月） 

57 人 52.3％ 

（2024 年１月～2024 年 12 月） 

73 人 46.8％ 

（2023 年 1 月～2023 年 12 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2024 年 4 月 1 日  ～   2026 年 6 月 30 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

管理職に占める女性割合を

20％にする 

【現状値】 

12.1％ 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

女 性 正 社 員 の 離 職 率 を

8.8％以下にする 

【現状値】 

9.5％ 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

①女性労働者の育成に関する管理職研修の実施 

②女性の管理職候補生を対象としたキャリアアップセミナーや実際に管理

職として活躍する先輩社員との座談会や意見交換会を実施 

③社員が多様な働き方を選択できるようにすることを目的として一定エリ

ア内での異動を可能とするエリア制度の導入 

④グループ会社間での人材交流や人事考課を公平公正に実施することを目

的として社員人事制度の改訂 

⑤ダイバーシティ推進社内ポータルサイトのリニューアル 

・ライフイベントに合わせた各種制度利用手続き・福利厚生制度をまとめ

たサポートキッドリニューアル・社内ポータルサイトへ掲載 

・産休・育休からの復帰者へのサポートキッド配布等による各種制度利用

促進に向けた従業員への周知 

・社内で活躍する女性先輩社員やロールモデルの紹介 

⑥若手女性従業員を対象とした、ライフイベントを含めたキャリアセミナ

ーや研修・説明会の実施（仕事と家庭の両立を前提としたキャリアイメー

ジ育成支援・継続就業へのモチベーションアップを目的とする） 

⑦育児休業からの復職者を部下に持つ上司を対象としたセミナーの実施

（育休取得者の復帰に対する不安の理解促進及び復帰できる体制の構築

を目的とする） 

⑧年次有給休暇取得促進と長時間労働是正に向けた社内ルールの整備  

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

⑤ダイバーシティ推進社内ポータルサイトのリニューアル 

・ライフイベントに合わせた各種制度利用手続き・福利厚生制度をまとめ

たサポートキッドリニューアル・社内ポータルサイトへ掲載 

・産休・育休からの復帰者へのサポートキッド配布等による各種制度利用

促進に向けた従業員への周知 

・社内で活躍する女性先輩社員やロールモデルの紹介 

 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

・ライフイベントに合わせた各種制度利用手続き・福利厚生制度をまとめ

たサポートキッドリニューアル・社内ポータルサイトへの掲載により、欲し

い情報の格納場所が分かりやすく、制度名だけでは分からない人も見つけ

やすくなったことで時間短縮に繋がった。 

・産休・育休からの復帰者へのサポートキッド配布等による各種制度利用

促進に向けた従業員への周知を実施したことで、男性の育児休業取得者が

増加した。 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 NTP 名古屋トヨペット株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

455 人 17.3％ 

(12 月時点) 

459 人 17.4％ 

(12 月時点) 

438 人 16.6％ 

(12 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

12 人 3.2％ 

(12 月時点) 

12 人 3.2％ 

(12 月時点) 

12 人 3.2％ 

(12 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

24 人 19.5％ 

（2025 年 4 月～2025 年 12 月） 

33 人 22.3％ 

（2024 年 4 月～2025 年 3 月） 

49 人 31.2％ 

（2023 年 4 月～2024 年 3 月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2025 年 4 月 1 日  ～ 2028 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

中途採用者に占める女性の

割合を、女性比率 50％とす

る 

【現状値】 

2023 年度：72.1％ 

2024 年度：44.7％ 

2025 年度：50.0％※ 

※2025/4/1～2025/12/31 

 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

男女の平均継続勤続年数の

差異を 8 年以下とする 

【現状値】 

2023 年度：8.7 年 

2024 年度：8.4 年 

2025 年度：8.0 年 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

■仕事と家庭の両立をサポ－トする制度 

[小学校 6 年生年度末まで取得可能な制度] 

子の看護休暇、育児時短勤務(6 時間フレックス/短時間勤務)、所

定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限 

[魅力的な休暇制度] 

まちイチ休暇、育児サポート休暇、ファミリーサポート休暇 

■採用活動時における女性社員配置 

・採用部門に女性管理職や女性社員を配置 

・女性営業スタッフとの座談会や懇親会を開催 

■異業種マ－ケティングセミナー参加 

■女性ドライバーのモ－タ－スポ－ツイベント参加 

■女性の職種別研修実施 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

■異業種マ－ケティングセミナ－参加 

■女性の職種別研修実施 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

女性営業スタッフから出た、同職種の女性での交流がしたいとい

う声により、女性の職種別研修実施に至った。 

実施した結果、「他店舗の女性スタッフと横のつながりができて良

かった」や「先輩女性スタッフの経験談やアドバイスが聞けて勉

強になった」、「今後のキャリアについて考えることができた」等、

ポジティブな反応が多くみられた。 
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新たな取組

取組内容

目標と現状

当社は、社員一人ひとりがイキイキと活躍できる、魅力ある企業をめざしています。

個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方が選択でき、仕事と家庭を両立できるよう、福利厚生をはじめ、長く働ける

制度や仕組みの充実に努めています。

女性営業スタッフから出た、同職種の女性

での交流がしたいという声により、女性の

職種別研修に至りました。

実施した結果、「他店舗の女性スタッフと横

のつながりができて良かった」や「先輩女性

スタッフの経験談やアドバイスが聞けて勉

強になった」、「今後のキャリアについて考

えることができた」等ポジティブな反応が多

くみられた

1.男女の平均継続勤続年数の差異を8年以下とする

【現状値】 2023年度：72.1％、2024年度：44.7％、2025年度(2025/4/1～2025/12/31 )：50.0％

2.中途採用者に占める女性の割合を、女性比率50％とする

【現状値】 2023年度：8.7年、2024年度：8.4年、2025年度：8.0年

■仕事と家庭の両立をサポ－トする制度

[小学校6年生年度末まで取得可能な制度]

・子の看護休暇

・育児時短勤務(6時間フレックス/短時間勤務)

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

[魅力的な休暇制度]

まちイチ休暇、育児サポート休暇、ファミリーサポート休暇

■採用活動時における女性社員配置

・採用部門に女性管理職や女性社員を配置

・女性営業スタッフとの座談会や懇親会を開催

■異業種マ－ケティングセミナー参加

■女性ドライバーのモ－タ－スポ－ツイベント参加

■女性の職種別研修実施 等

女性の職種別研修は、「同職種の女性での交流がしたい」という1人の女性営業ス

タッフの声から生まれた研修です。

営業スタッフをしながら子育てをする不安や、今後のキャリアに関する悩みなど、男

性には中々聞きづらい内容の相談や質問が多く出ました。

私自身も営業スタッフとして仕事をしながら子育てしていた経験があるため、こういっ

た機会を今後も作り、後輩女性スタッフの活躍を後押しできたらと思っています。人事部長
林 敦子
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 中日本高速道路株式会社 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

422 人 18.6％ 

(12 月時点) 

398 人 17.5％ 

(12 月時点) 

381 人 17.0％ 

(12 月時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

15 人 2.4％ 

(12 月時点) 

12 人 2.0％ 

(12 月時点) 

8 人 1.3％ 

(12 月時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

35 人 27.3％ 

（2025 年 1 月～2025 年 12 月） 

31 人 22.3％ 

（2024 年 1 月～2024 年 12 月） 

27 人 21.6％ 

（2023 年 1 月～2023 年 12月） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2024 年 4 月 1 日  ～ 2027 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

令和６年４月から行う採用

活動において、各年度の新規

採用における女性比率３

０％以上を達成する 

【現状値】 

 令和７年４月入社の新規採用に

おける女性比率は 26．7％。 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

令和８年度までに男性の「育

児休業取得率６５％以上」、

又は、「育児目的休暇を含め

た取得率１００％」を達成す

る 

【現状値】 

 男性の「育児休業取得率」は令和

７年度期中実績で 85．3％。（令和７

年４月～１２月）、「育児目的休暇を

含めた取得率１００％」 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

・女性活躍の推進では異業種交流会への研修派遣を行うことで社

内外のネットワーク構築支援や意識改革に継続的に取り組んでい

ます。 

・2022 年度から、東日本高速道路、西日本高速道路と弊社（以下

「NEXCO3 社」）で先輩女性社員のロールモデルを共有や人的ネッ

トワークの構築などを目的に「NEXCO３社女性フォーラム」の取組

を行っています。 

・結婚・出産・育児・介護などのライフイベントの際に勤務地を限

定できる等級移行制度（転居のない勤務エリア特定等級（居住地））

に加え、2026 年度から、社員が希望する３都県内で勤務する等級

移行制度（勤務エリア特定等級（地域））を導入します。 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

「NEXCO3 社女性フォーラム」の概要については別紙 

（社内報を提供） 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4 サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

・NEXCO3 社女性フォーラムでは、各社の女性社員に講演を行って

もらい、また参加者の女性社員にも意見交換会に参加してもらう

ことを通じて、同業他社のロールモデルを共有し、女性社員がそ

れぞれにあったパーツモデルを見つけることができるなど、女性

社員のキャリア形成の一助としています。 

・また男性社員にもオンラインでの講演視聴に参加してもらい、

意識向上に努めています。 
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2025 年度あいち・ウーマノミクス研究会 女性雇用促進グループ 
女性の雇用促進・活躍促進に向けた各社の取組について 

 

会社名 
中部電力株式会社 
 事業会社（中部電力パワーグリッド（PG）・中部電力ミライズ（MZ））を含む 

 

１ 女性の雇用・登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合 

人  ％ 

( 月時点) 
1,897 人 14.1％ 

(3 月 31 日時点) 

1,859 人 13.6％ 

(3 月 31 日時点) 

管理職に占める女性

の数・割合 

38 人 2.3％ 

(7 月 1 日時点) 

32 人 1.9％ 

(7 月 1 日時点) 

25 人 1.5％ 

(7 月 1 日時点) 

年間※3 に正社員とし

て採用した者に占め

る女性の数・割合 

人  ％ 

（ 年 月～ 年 月） 

134 人 21.9％ 

（2025 年 4 月１日入社＋2024 年度キャリア採用） 

82 人 12.7％ 

（2024 年 4 月１日入社＋2023 年度キャリア採用） 

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

 

２ 女性活躍推進法に基づく目標等について 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年 4 月 1 日  ～ 2026 年 3 月 31 日 

①「職業生活に関す

る機会の提供」に関

する目標・現状値 

【目標】 

2025 年度に中部電力株式会

社および事業会社全体で、女

性役付職数を 2014 年度の３

倍以上（309 人以上）とする 

【現状値】 

327 人（105％達成） 

（2025 年 7月 1 日時点） 

②「職業生活と家庭

生活の両立」に関す

る目標・現状値 

【目標】 

2025 年度に中部電力株式会

社および事業会社全体で、男

性の育児休職取得率を 30％

以上とする 

【現状値】 

102.7%（育児休業等と育児目的休暇

の取得率） 

（2024 年度実績） 

 

  

別紙様式 
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３ 女性の雇用促進・活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・活

躍促進に向け、取り

組んでいること 

⚫ 役付職への意識啓発（新任所属長・直属長向けの教育） 

⚫ 役付職候補者へのダイバーシティ研修（主任ステップアップ

研修） 

⚫ 節目年齢期（30，40，50 歳時）のキャリア教育 

⚫ 育児期社員へのキャリア・両立支援教育（育児休職復職者向け

研修） 

⚫ 社外研修への派遣 

⚫ 「仕事と育児の両立支援ガイド」の全面改訂（2024 年 4 月） 

⚫ メンタープログラムの新設（2024 年度新設） 

⚫ 「副長ステップアッププログラム」（2025 年度新設） 

② 

上記①の中で、特に

力を入れている取組

や新たな取組 

＜副長ステップアッププログラム＞ 

役付職の中でも上位職級となる「特別役付職」増加に向けて、手

前層の副長向けに、2025 年度から新たに取組を開始。女性のマイ

ンドとスキルの向上、および上長のマネジメント力向上を目指し

たプログラムで、女性のキャリア形成において本人と上長の意識・

行動変容を促進するプログラムとしている。 

力を入れている取組や新たな取組等が分かる資料（A4サイズ・１

枚程度）を併せてご恵与ください。 

③ 

上記取組の効果 

２０２５年度新設のため、プログラム終了しだい効果検証を実施

予定。 
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中部電力株式会社 取組事例

特別役付職手前の職級（副長）に向けた取組

一般事業主
行動計画 女性役付職を、2025年度に2014年度の3倍以上とする（103人 309人）

7月時点で目標達成

� 管理職層への意識啓発や、女性役付職候補者
へのダイバーシティ研修等の取組みにより、
女性役付職数は伸長し、目標を達成すること
ができた。

� 役付職の中でも上位職級となる特別役付職を
更に増加できるよう、手前の職級（副長）の
女性社員への取組強化が必要。

2025年度に新設
「副長ステップアッププログラム」

能力・経験
不足の不安

昇進への
意欲不足

家庭と仕事の
両立懸念

社外
ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ
研修

女性部下
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修

女性向け 上長向け

次の課題

社内調査の結果、副長において、
主に以下の実態が見えてきたため、新たな支援策を開始

� （女性向け）メンターから多様な管理職スタイルを
学ぶことにより、不安払しょく、意欲向上を目指す。

� （女性向け）戦略思考や組織マネジメント等、ワー
クショップ型研修により、管理職として必要な能力
を強化する。

� （上長向け）女性部下と上長の間で起こるすれ違い
の根源を紐解き、効果的なマネジメント手法を学び
女性部下の成長を促進する。

グループ会社女性管理職向け交流会の実施

中部電力３社（中部電力、中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズ）およびグループ会社の女性の更なる
活躍推進を図るため、各社のロールモデルとなり得る女性管理職向けに、ＤＥ＆Ｉの理解促進と対話力向上に
資する講演会を開催。また、講演会後に、女性管理職間のネットワークを構築できるように交流会を実施した。

【講演テーマ】
「ＤＥ＆Ｉ推進」の必要性と、組織文化を転換する「対話力」

【実施日時】
２０２５年５月２８日（水）１５：００～１７：４０
（講演会15：00～16：25 交流会16：30～17：40）

【参加人数】
３６名（中電３社１６名、グループ会社２０名）

【講評】
• グループ会社横断で女性管理職が交流することで、自身の業

務における活力を得たり、これからのキャリア形成のイメー
ジづくりに寄与することができた。

• 各社においては少数に留まっている女性管理職のため、会社
を跨いだネットワークはエンパワメントできる有効手段と
なった。
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2025 年度あいち・ ウ ーマノ ミ ク ス 研究会 女性雇用促進グループ 

女性の雇用促進・ 活躍促進に向けた各社の取組について 

会社名 東邦ガス 株式会社 

 

１  女性の雇用・ 登用状況等について※1 

対象年度 2025 年度 2024 年度 2023 年度 

女性正社員※2 の数・

割合★1 

189 人 20. 1％ 

( 2026 年 1 月末時点)  

185 人★320. 2％ 

( 2025 年 3 月末時点)  

194 人 17. 0％ 

( 2024 年 3 月末時点)  

管理職に占める 女性

の数・ 割合★2 

30 人  4. 1％ 

( 2026 年 1 月末時点)  

26 人 3. 5％ 

( 2025 年 3 月末時点)  

26 人 3. 4％ 

( 2024 年 3 月末時点)  

年間※3 に正社員と し

て採用し た者に占め

る 女性の数・ 割合 

36 人 27. 9％ 

（ 2025 年 4 月～

2026 年 1 月）  

43 人 29. 3％ 

（ 2024 年 4 月～

2025 年 3 月）  

36 人 25. 9％ 

（ 2023 年 4 月～

2024 年 3 月）  

※１：項目ごとに直近３か年の数値をご記入ください。 

※２：役員を含みます。ただし、会社法 2 条 15 号及び 16 号に定められる社外取締役及び社外監査役は含みません。 

※３：任意の１年間の期間を指定してご記入ください。 

★１：東邦ガス単体の数値 

★２：出向者を含んだ数値 

★３：2024 年 4 月 1 日に東邦ガスエナジーエンジニアリ ングが発足し東邦ガスから分社化、また、法人営業部が東

邦ガスライフソリューションズに移管したため、前年と比べ数値が減少 

 

２  女性活躍推進法に基づく 目標等について  

女性活躍推進法に基

づく 一般事業主行動

計画の計画期間 

2021 年 4 月 1 日  ～  2026 年 3 月 31 日 

①「 職業生活に関す

る 機会の提供」 に関

する 目標・ 現状値 

【 目標】  

女性管理職を 2025 年度末ま

でに 30 人以上と する 。  

【 現状値】 （ 2026 年 1 月末時点）  

30 人 

②「 職業生活と 家庭

生活の両立」 に関す

る 目標・ 現状値 

【 目標】  

計画期間中の育児休業等又

は育児目的休暇制度の取得

率を 男女と も に 100％にす

る 。  

【 現状値】 （ 2026 年 1 月末時点）  

男性： 102. 9% 

女性： 125. 0. % 

※育児休業等又は育児目的休暇制度の

取得については、 取得開始年度の計上

と し ている ため、 期ずれが発生する 。  

 

別紙様式 
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３  女性の雇用促進・ 活躍促進に向けた取組について 

① 

女性の雇用促進・ 活

躍促進に向け、 取り

組んでいる こ と  

・ 女性特有の健康課題に対する 理解促進策★ 

・ 女性役員懇談会 

・ 27 歳（ 総合職女性向け） キャ リ ア研修 

・ エン ゲージメ ン ト が低下傾向の年代（ 25 歳～39 歳） の女性社

員を 対象と し た個別面談（ 希望者のみ）  

・ 育休者に対する 復職半年前面談 

・ 育休者およ び育児期社員に向けたセミ ナーおよ び交流会 

② 

上記①の中で、 特に

力を 入れている 取組

や新たな取組 

★女性特有の健康課題に対する 理解促進策 

全グループ社員に向けて女性の健康課題に関する 動画研修を 実施

し 、 グループ大でのリ テラ シー底上げを 図る と と も に、 役員･管

理者を 対象と し た生理痛体験会を 実施。 生理痛の疑似体験を 通じ

て、 女性特有の健康課題の存在を 実感する だけでなく 、 男女問わ

ず人の感じ る 痛みや不調は様々である こ と を 認識し 、 よ り 良い職

場づく り につなげる 事を 狙いと し て実施。 （ 詳細は別紙参照）  

力を 入れている 取組や新たな取組等が分かる 資料（ A4 サイ ズ・

１ 枚程度） を 併せてご恵与く ださ い。  

③ 

上記取組の効果 

・ 動画研修後のアン ケート では「 周囲の体調によ り 一層配慮し

ていく 必要性を 感じ た」 と いう 声や、 女性社員の方から は「 女

性特有の症状を 周囲に伝え難いと 感じ ており 、 女性の健康課題

に関する 理解を 深める 取り 組みを さ ら に進めて欲し い」 と の声

があっ た。  

・ 生理痛体験会の参加者から は「 女性特有の苦痛・ 痛みについ

て理解が深ま っ た」 「 言葉で聞く のと 実際に体験する のと では

全く 違う 」 「 周囲への配慮や思いやり の必要性を 改めて認識し

た」 と いう 声があった。  
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東邦ガス： 女性特有の健康課題に関する理解促進策

【取組み概要】 

対象 時期 内容

全グループ社員 2025/5/8～6/6 ・ 産婦人科医による女性の健康課題に関する動画研修を実施。

当社役員 2025/5/28 ・ 役員を対象と し た「 生理痛体験会」 を実施。

全社員 2025/6/10 ~ ・ 健康支援サービス導入。 （ 無料ＡＭＨ検査・ 無料相談窓口）
　 ※健康相談窓口では、 不妊を含めた女性特有の健康課題に関し て相談可能。

当社管理者 2025/7/17 ・ 管理職を対象と し た「 生理痛体験会」 を実施。

● 全グループ社員に向けて女性の健康課題に関する動画研修を実施し 、 グループ大でのリ テラ シー底上げを図ると と も に、

役員･管理者を対象と し た生理痛体験会を実施。 生理痛の疑似体験を通じ て、 女性特有の健康課題の存在を実感するだけ

でなく 、 男女問わず人の感じ る痛みや不調は様々であるこ と を認識し 、 より 良い職場づく り につなげていただく 狙い。

● また、 外部機関による健康支援サービス（ 無料ＡＭＨ検査・ 不妊治療を含む無料相談窓口） を導入し 、 女性が安心し て

働き 続けら れる環境の整備に取り 組んでいる。

〇動画研修後　 社員コ メ ント
・ 「 周囲の体調により 一層配慮し ていく 必要性を感じ た」
・ 「 女性特有の症状を周囲に伝え難いと 感じ ており 、 女性の健康課題に関する理解を 深める取り 組みを さ ら に進めて欲し い」
・ 「 少し でも 生理に関する理解が広まれば、 女性と し て気が楽になると 思っ た。 」

〇生理痛体験後　 社員コ メ ント
・ 「 女性特有の苦痛・ 痛みについて理解が深まっ た」
・ 「 言葉で聞く のと 実際に体験するのと では全く 違う 」
・ 「 他人の痛み、 苦労、 大変さ などに思いを 寄せるこ と が大切だと 感じ た」
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